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～「２０２６年度新賃金要求の申し入れ（申第４号）」第３回団体交渉報告～ 

 

中央本部は本日、２０２６ＪＲ総連春闘第３回団体交渉を行ない、会社は現時点の考え方を示

しました。 

 

１．今年度は安全体制の強化と事業計画の取り組みを進め、第３四半期までの輸送量は前年比１

０２．２％となった。しかし、コスト増により営業利益は対前年６億円の減となった。関連事

業は土地持分譲渡等で営業収益が対前年８億円の増となり、単体の経常利益は対前年１億円増

の８，６００万円となった。  

２．直近の輸送は雪害や農産品の生育不良、大手飲料メーカーに対するサイバー攻撃の影響で、

３月６日時点の運輸収入は、対計画△２２．５億円、単体の収支見込みは経常利益で△８億円

であり、５期連続の経常赤字が確実な状況である。 

３．大雨や大雪などの輸送障害への対応について、皆さんのご尽力に感謝申し上げる。 

４．相次ぐ労災事故について、事実を真摯に受け止め、原因究明と再発防止に取り組む。 

５．２０２５年度の離職率は、２．２８％の微減を見込んでいる。「初任給調整手当」や「メン

ター制度」の導入等により、１年目から５年目までの離職率が減少している。一方で６年目～

１４年目の離職率は増加傾向にあり、キャリア形成支援やフォロー研修拡充などの対策を講じ

ていく。 

６．採用は大幅に改善し、２２７人を採用予定である。就職媒体主催の大規模説明会や学校説明

会へ参加した効果によるものと見ており、継続していく。 

７．組合が主張する全産業の平均所定内賃金が、通勤手当込みで３３４，５００円だとしても、

当社の所定内賃金の平均は３３４，４６１円で、ほぼ１００％である。 

８．単体決算において５期連続の経常赤字が確実な中で「一律１８，０００円のベースアップ」

は相当厳しい状況である。しかし、物価高騰に賃上げが追い付いていないという主張も受け止

め、引き続き議論を継続していく。  

９．ベースアップについては実施したいと考えており、昨年を確実に上回る金額とした上で、

更に前進をはかるべく引き続き議論していく。 

 

（次ページへつづく） 

 

更に前進をはかるべく引き続き議論していく



中央本部は会社の考え方に対し、以下の通り強く指摘しました。 

 

１．今春闘で組合が主張してきた全産業平均賃金は平均所定内賃金であったことを確認した。
これまでの春闘や期末手当において会社が示した平均賃金は「基準内賃金」であり、平均賃
金に齟齬があったため、全産業平均所定内賃金は３３４，５００円(通勤費含む)に訂正する。 

２．新賃金要求の申し入れ（申４号）の通り、職群別基本給表の「基準額・最低額・年齢保障
給」と昇給額表に記載されている昇給額の完全実施を行なうこと。 

３．職場の組合員は、度重なる輸送障害や、その後の輸送力の確保にむけて休日返上し対応し
た。また、職場の要員不足は益々深刻化しており、その労苦に対するベアの期待は大きい。 

４．入社５年目までの離職率は改善しているが、２５春闘において初任給調整手当を新設した
対象の範囲であり、６年目以降の社員も含めて全ての年齢層の賃金を引き上げる必要がある。 

５．前回の交渉において、「実質賃金が低下している認識はある」と示したが、世間の動向は「昨
年並みの賃上げ見込み」と示されている。我々は１万円の壁を越えた要求であり、組合員は

期待をしている。来年度も高いモチベーションが持てるベースアップを実施すべきである。 
６．若年層も安心して働いていくために、ベースアップは｢一律定額｣で実施することを求める。 
７．来月から運賃の値上げを実施するが、その理由のひとつに「人件費の上昇」も含まれてお
り、今春闘において大幅に賃上げを実施すべきである。 

８．物価の高騰や世界情勢の不安もあるなかで、我々は厳しい生活を強いられており、基本給
を上げていく必要がある。回答指定日まで、しっかり議論すること。 

 

組合の指摘に対して会社は以下の考えを示しました。 
 

１．職群別基本給表の「基準額・最低額及び年齢保障給」についてはベースアップに応じて実施
していく考えである。また昇給額表に記載されている昇給額については評価に応じて完全実施

していく。契約・臨時社員及びシニア社員については、引き続き検討していく。 
２．社員が頑張っていることは経営幹部も認識している。また、物価上昇が続き厳しい生活であ
ることも受け止めている。しかし、今年度の落ち着き見込みは５期連続の経常赤字であり、会
社を持続させていかなければならない。 

３．昨年度の離職率は２．３８％であり、最近の離職率の動向を加味すると今年度は２．８％ま
で上がるとの認識があるなかで、最大限その水準を下げていくために、メンター制度の対象拡
大など様々な対策を講じている。 

４．昨年は、若年社員の離職対策もあり「初任給調整手当」を実施しており、ベースアップも定
額で実施した。定率より定額で実施する方が若年層にも行き渡るため、定額で回答することで
検討している。 

５．運賃の値上げは、燃料費、人件費、調達費などの上昇により、自助努力だけでは厳しい状況

であるため、運賃の値上げを行なう。 
６．貴組合の主張を経営幹部に伝えて、最大限の回答を示せるように議論していく。 
 

本日の交渉より「山場の闘い」に入ります。私たちは、近年にない規模の雪害や輸送障害にお
いても、安全を最優先として鉄道貨物輸送を必死に担ってきました。しかし、１月２７日に発生
した南長岡駅構内における労働災害をはじめ、全国で重大な労働災害や事故が発生しています。
いま一度、自らの職場の作業実態や無理な作業体制がないか把握し、安全最優先の職場を我々の
手でつくっていく必要があります。 
会社は本日の交渉において、「ベースアップを実施する」考えを示していますが、今年度の単

体での経常利益の落ち着き見込みが「赤字」であることを繰り返し、私たちが要求している「ベ
ースアップ満額実施要求」に応えようとしていません。 

回答指定日まで残り１週間となりました。職場で働く私たちの生活実態や職場での苦労と努力
を会社に突き付けて行こうではありませんか。 
中央本部は回答指定日にむけて最先頭で奮闘していくことを決意し、第３回交渉報告とします。 

以 上 

次回交渉（回答指定日）は３月１８日（水）です。 


